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今年もふるさと納税でお得に節税!

いよいよ12月に入り、本格的に年末を感じるようになりました。この時期になると毎年話題に上がるのが「ふるさ
と納税」。今年もいよいよ今月が最後のチャンスです。制度変更でポイントが付かなくなったとはいえ、自己負担
2,000円で返礼品がもらえる仕組みそのものは変わっていません。どうせ買う日用品や食材などを返礼品として
選べば、まだまだ十分に“得”な制度ですし、うまく使えば家計の助けにもなります。 ただ、ここで注意しておきたい
のが、張り切りすぎると本当に寄付になるということです。ふるさと納税は上限額が決まっていて、その範囲内だから
こそ「実質2,000円」で済む。ところが年末で盛り上がって気が大きくなり、「あれもこれも」と申し込んでいくと、気
付けば上限を超えてしまい、寄付した分が控除されない……という悲しい結末になってしまいます。とくに自営業
の方は上限が最後まではっきりしないので、余裕を持ちながら調整しておくのがおすすめです。
そしてもうひとつ、意外と盲点なのが「ふるさと納税の話は年収をバラす」という点です。ふるさと納税の上限額は、

年収から計算できる仕組みになっています。つまり、「今年は12万円分やったよ」と軽い気持ちで話してしまうと、
聞いている相手は「この人はこのぐらいの年収だな……」と推測できてしまうわけです。ちなみに「○○をもらいまし
た」も、お米とか水とか、それほど高くないものを１つ２つ話す程度なら良いですが、高額なものだったり、もらったも
のを全部伝えてしまうのもタブー。おおむね金額が想定できてしまいます。会話で、無意識のうちに踏み込んだ情
報を渡してしまっている可能性もあるので、具体的な金額の話は控えめのほうが安心です。
ふるさと納税はやれば確実にできる節税です。積極的に活用してください。

大澤賢悟です。先日、子供たちと一緒にモリコロパークのスケート場へ行ってきました。
スケートなんて最後に行ったのは10年以上前。正直、「いつだったっけ?」と思い出せな
いほど久しぶりです。リンクの入り口には、ヘルメットとプロテクターの貸し出しコーナーがあ
り、まずは子供たちに装備をつけて先に滑りに行かせました。すると目の前に一枚の紙。

「大人こそヘルメットを!」
たしかに久しぶりのスケートですし、頭は守らないとなぁ……とヘルメットを手に取りました。ただ周りを見ると——大
人は誰もヘルメットを着けていない。「恥ずかしい」とか「見た目が…」とか、そういうことなんでしょうか。私はというと、
そういう見栄はゼロなので、迷わず装着。いざ、10年ぶりの氷の上へ。めちゃくちゃ怖いですね。氷ってこんなにつる
つるでしたっけ?初めの数周はとにかく慎重に、そろそろ～っと滑り続けました。そして何周かしたその瞬間——思
いっきり転びました。派手に。ものすごい音を立てて。ぱかーーんと。近くにいた見知らぬ女性が、スタッフかと思うくら
い急いで駆け寄って「大丈夫ですか!?」と声をかけてくれるほど。頭を氷にガツンと打ちつけていました。……でも、
ヘルメットが守ってくれました。もし着けていなかったら、救急車を呼んでたかもしれません。腰もかなり痛めましたが、
それ以上に「ヘルメット、偉大すぎる」と実感。周りの目を気にしてやらないより、やるべきことはちゃんとやった方がい
いですね。ちなみに、公園で子供とインラインスケートをするときも、私はプロテクターとヘルメットをフル装備で滑って
います。怪我したら楽しめませんからね。

今年の冬はもしかしたら“大雪”になるかもしれない、そんな発表がありました。原因として言われているのが「極渦
（きょくうず）」と呼ばれる、北極上空の成層圏にある巨大な寒気の渦です。本来この極渦は、強いときは寒気
を北極の中に閉じ込める力があります。しかし今年はその極渦が弱まってきており、閉じ込められていた寒気が蛇
行しながら南へ流れ込みやすくなる可能性があるとのことです。その結果、普段よりも寒波が南に降りてきて、日
本でも大雪を降らせるかもしれない、というわけです。夏は記録的な暑さで「こんなに暑いのか…」と驚いたばかりな
のに、今度は冬に向けて「大雪＆厳しい寒さ」が来るかもしれません。気温の振れ幅が年々極端になってきている
ようにも感じます。暖房の準備やスタッドレスタイヤなど、早めに冬支度をしておいた方が良さそうですね。
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家計が1,000円/月、楽になる!・・・って政策、どう思います?

もし政府から「月1,000円、家庭が楽になります!」と言われたら、みなさんどうでしょうか?おそらく、多くの家庭
では「え、それだけ?」という反応になるんじゃないかと思います。実は、ガソリンの暫定税率を廃止するという話も、
聞こえだけは大きいのですが、実際どれほど家計に影響があるか元の数字を見てみると、思ったほどのインパクトは
ありません。たとえば令和4年のデータを見ると、1世帯あたりのガソリン年間利用額は約6.8万円。これを1Lあた
り170円で計算すると、年間400L使っている計算になります。では暫定税率（消費税込み27.5円/L）を廃
止するとどれくらい安くなるのか。答えは年間約11,000円ほど。つまり、月にすると1,000円にも満たない程度で
す。「ガソリン税がなくなると家計が助かる!」と言われている割には、数字にすると実はそこまで劇的ではありませ
ん。むしろ、携帯電話を3大キャリアからMVNOに変えた方が、何倍も節約効果が出るぐらいです。さらに言えば、
暫定税率が廃止されると、それに伴って今出ているガソリンの補助金も無くなるため、国民の実質負担は以降タ
イミングでは変わらない可能性があります。しかも今は、暫定税率に代わる新しい税金を作ろうという議論まで出
ていますから、結局のところ家計にとってマイナスになるかもしれません。政策の発表はどうしても大きく聞こえますが、
こういうときこそ元のデータに戻って、「実際にどれくらいのインパクトがあるのか?」を冷静に見ておきたいですね。言
葉の勢いや雰囲気に流されず、しっかり数字で考えることが大事だなぁと改めて感じます。

やればできる品川区

これまでふるさと納税の返礼品競争には距離を置き、「うちは参加しない」という姿勢だった品川区が、ここにきて
動きました。2025年度の寄附見込み額は2.7億円。前年比16倍です。同じく品川区からの流出額である
59.6億円と比べれば、遠い金額です。それでも、これまで積極的に取り組んでこなかった自治体がこれだけ伸ば
した、という事実そのものに価値があります。今回の成果の背景には、操縦体験やeスポーツといった独自の返礼
品である体験コンテンツの充実にあると考えられています。つまり「他と同じことをやる」のではなく、自分たちの持つ
強みやコンテンツを見つめ直し、それを磨いて返礼品として出した結果、全国の寄附者の関心をつかんだということ
です。地域も企業も同じで、「何がうちの強みか?」を丁寧に見つめ直し、それを価値として伝えられれば結果は
ついてくるという良い例だなと感じます。

飲み屋レシートのインボイス番号が増えた気がする…

あくまで個人的な感覚ですが、最近、経理をしていて感じるのは、飲食店のレシートや領収書にインボイス番号
が記載されているケースが明らかに増えてきたということです。会社の飲み会などで利用される際に、「インボイス番
号がないお店は経費で処理しづらい」という理由もあるのかもしれません。とはいえ、インボイス番号を付けていない
飲食店というのは、ある意味で「税務調査候補です」と自らアピールしているようなものだとも感じます。実際、そう
した店舗を対象に税務調査が行われたのではないか、と想像しています。
お店の規模や単価にもよりますが、ある程度の立地で営業していれば、年間売上が1,000万円を超えるケース
は珍しくありません。原則として、売上が1,000万円を超える事業者は消費税の課税事業者となり、消費税を
申告・納付する義務があります。そう考えると、インボイス登録をすることにはメリットがあり、登録しない理由はあま
り見当たりません。あえて登録していないとなると、「なぜだろう?」と疑問を持たれても仕方がないでしょう。
なお、税務署は非常に多くのデータを保有しています。店舗の客単価・席数・回転率・立地条件などから、おおよ
その売上規模を容易に推定できるため、数字の不自然さはすぐに把握されます。


